
＜農地制度の見直し＞
（農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関
する法律、農業協同組合法）

農地法等の一部を改正する法律の概要 平成21年12月15日施行
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を促進すること等を明確化

○ 農地について権利を有す
る者の責務として、「農地の
適正かつ効率的な利用を確
保しなければならない」旨を
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ともに、農村集落において、
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経営発展に資するよう外部か
らの出資規制を緩和(1/10以
下の廃止、農商工連携事業
者等の場合1/2未満)

③ 農協による農業経営は、従
来、組合員との関係で制限し
ていたが、組合員の合意で貸
借により可能に

受け手不在で耕
作放棄が増加

存
し
て
い
る
我
が
国
に

拍車拍車

農業生産に
よる収益水
準を上回る
農地価格

し
て
の
農
地
を
確
保

産
の
増
大
を
通
じ
国
民

定
供
給
を
確
保

◇農地の面的集積の促進
◇遊休農地対策の強化市町村、公社等の公的な信用

力のある機関が、委任を受け、
分散した農地を面的にまとめる
仕組みを全ての市町村で導入

所有者が分からない遊休農地
についても知事の裁定で公社
等が利用できるよう措置
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農地制度の見直しを前提として、農地の相続税の納
税猶予制度を見直し
農地を貸すと打ち切りになった納税猶予を、他の人に貸した場
合でも適用を受けられるように
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我が国の農地
面積はピーク時
の約7割にまで
減少
(609万ha
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◇農用地区域内農地の確保◇農地転用規制の厳格化

効率的かつ安定的な農業経

営を営む者により利用されて

いる農地等は、農用地区域か

らの除外を認めない

① 病院、学校等の公共施
設への転用についても、許
可不要から協議制へ

② 違反転用に対する罰則
を強化
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(法人：300万円→１億円)

農地制度においては、農業委員会が重要な役割を果たしていることから、
今回の見直しにあわせて、その事務が的確に実施されることを確保

＜農業委員会の適切な事務執行＞


